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制
度
の
効
果
的
な
活
用
を
推
進

し
ま
す
。

③
行
政
に
お
け
る
臨
時
的
業
務
に

つ
い
て
は
、
臨
時
的
任
用
職
員

を
雇
用
し
て
行
な
っ
て
き
ま
し

た
が
、
組
織
機
構
の
見
直
し
を

図
る
中
で
、
臨
時
的
任
用
職
員

の
削
減
に
努
め
ま
す
。

4 
事
務
事
業
の
見
直
し

社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応

し
た
効
果
的
・
効
率
的
な
行
政
を

実
現
す
る
た
め
、
事
務
・
事
業
の

見
直
し
を
行
い
、
必
要
性
に
応
じ
、

廃
止
・
縮
小
・
民
営
化
・
民
間
委

託
な
ど
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、

組
織
・
業
務
の
減
量
・
効
率
化
に

努
め
ま
す
。

①
計
画
的
な
事
業
の
進
行
管
理
に

向
け
て
、
政
策
・
施
策
・
事
業

の
数
値
目
標
に
対
す
る
達
成
状

況
や
事
業
効
果
・
効
率
を
評
価

す
る
第
三
者
に
よ
る
審
議
機
関

の
設
置
を
図
り
、
政
策
・
事
業

評
価
制
度
の
導
入
を
進
め
、

「
計
画
・
実
施
・
検
証
・
改
善
」

の
実
行
管
理
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
事
業
の
総
合
調
整
機

能
を
強
化
し
、
各
課
の
連
携
強

化
に
よ
る
事
業
の
相
乗
効
果
の

追
及
、
類
似
事
業
・
重
複
事
業

の
整
理
な
ど
に
よ
り
事
業
効
果

を
高
め
ま
す
。

②
報
償
費
と
補
助
金
に
つ
い
て
は

既
に
削
減
を
行
っ
て
お
り
、
今

後
は
必
要
性
、
費
用
対
効
果
、

経
費
負
担
の
あ
り
方
な
ど
に
つ

い
て
検
証
し
、
継
続
・
見
直
し
・

休
止
・
廃
止
な
ど
に
よ
り
抜
本

的
な
整
理
合
理
化
を
図
り
ま
す
。

③
水
道
料
金
、
下
水
道
使
用
料
、

公
営
住
宅
使
用
料
、
職
員
住
宅

貸
付
料
な
ど
の
公
共
料
金
に
つ

い
て
は
、
現
在
ま
で
受
益
者
負

担
の
原
則
に
基
づ
き
見
直
し
を

行
っ
て
い
ま
す
が
、
今
後
も
行

政
サ
ー
ビ
ス
の
コ
ス
ト
を
明
確

に
し
、
受
益
と
負
担
の
公
平
性

に
十
分
配
意
し
、
住
民
の
理
解

を
得
な
が
ら
適
正
な
料
金
設
定

と
定
期
的
な
見
直
し
を
行
い
ま

す
。

④
庁
用
自
動
車
の
管
理
台
数
と
管

理
経
費
は
減
少
傾
向
に
あ
り
ま

す
が
、
よ
り
一
層
の
抑
制
に
努

め
る
た
め
、
職
員
の
自
家
用
自

動
車
の
公
務
使
用
の
確
保
を
図

り
、
庁
用
車
の
減
車
と
維
持
管

理
費
の
削
減
に
努
め
ま
す
。

⑤
行
政
事
務
に
使
用
す
る
事
務
用

消
耗
品
に
つ
い
て
は
、
一
元
管

理
を
図
る
と
と
も
に
、
複
写
機

な
ど
の
台
数
を
削
減
し
事
務
費

の
経
費
節
減
に
努
め
ま
す
。

⑥
公
共
工
事
に
つ
い
て
は
、
地
域

の
実
情
な
ど
を
勘
案
し
、
国
に

お
け
る
「
公
共
工
事
の
コ
ス
ト

縮
減
対
策
に
関
す
る
新
行
動
指

針
」
を
参
考
と
し
、
積
極
的
な

コ
ス
ト
構
造
の
改
革
に
取
り
組

む
と
と
も
に
、
入
札
・
契
約
に

関
し
情
報
の
公
開
を
は
じ
め
と

す
る
さ
ら
な
る
適
正
化
に
資
す

る
取
り
組
み
を
進
め
ま
す
。

⑦
広
域
で
の
事
務
事
業
の
実
施
は
、

町
が
単
独
で
行
う
よ
り
効
率
的

で
あ
り
、
広
域
市
町
村
圏
を
一

つ
の
区
域
と
し
て
捉
え
、
従
前

の
共
同
処
理
に
加
え
保
健
、
医

療
、
福
祉
な
ど
可
能
な
分
野
の

事
務
の
共
同
処
理
を
検
討
し
ま

す
。

5 
民
間
委
託
の
推
進

民
間
企
業
な
ど
へ
の
委
託
は
、

そ
の
事
業
の
効
率
性
を
考
え
、
従

前
よ
り
管
理
業
務
な
ど
に
つ
い
て

行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
今
後
も
そ

の
効
果
を
検
討
し
、
積
極
的
に
委

託
を
行
い
ま
す
。

特
に
、
公
の
施
設
の
管
理
に
つ

い
て
は
、
町
が
直
接
管
理
す
る
場

合
を
除
き
「
管
理
委
託
制
度
」
か
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ら
「
指
定
管
理
者
制
度
」
へ
の
切

り
替
え
を
実
施
し
ま
す
。

①
委
託
料
と
使
用
料
に
つ
い
て
は
、

既
に
削
減
を
実
施
し
て
き
て
お

り
、
今
後
に
つ
い
て
は
継
続
・

見
直
し
・
休
止
・
廃
止
な
ど
の

検
討
を
行
う
と
と
も
に
、
委
託

内
容
の
見
直
し
を
進
め
経
費
の

削
減
を
図
り
ま
す
。

②
第
三
セ
ク
タ
ー
に
つ
い
て
は
、

公
益
性
と
採
算
性
の
両
面
を
追

求
す
る
中
で
、
公
共
施
設
の
有

効
利
用
に
よ
り
地
域
の
振
興
、

産
業
の
振
興
、
雇
用
の
創
出
を

図
る
べ
く
町
政
施
策
の
下
で
事

業
を
展
開
し
、
ま
ち
づ
く
り
の

上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て

き
ま
し
た
が
、
こ
こ
数
年
は
大

変
厳
し
い
状
況
と
な
っ
て
お
り
、

第
三
セ
ク
タ
ー
の
あ
り
方
に
つ

い
て
十
分
な
検
討
を
進
め
ま
す
。

③
地
域
の
集
会
施
設
に
つ
い
て
は
、

地
域
で
の
管
理
運
営
が
望
ま
し

い
姿
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
域

住
民
に
よ
る
効
率
的
な
管
理
運

営
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。

④
「
公
の
施
設
」
の
管
理
に
つ
い

て
は
、
地
方
自
治
法
の
改
正
に

よ
り
議
会
の
議
決
を
経
て
指
定

さ
れ
る
「
指
定
管
理
者
」
に
管

理
を
委
託
（
代
行
）
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

施
設
を
一
元
的
に
管
理
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
効
果
的
・
効
率
的

な
運
営
管
理
と
、
行
政
コ
ス
ト

の
削
減
と
合
わ
せ
て
サ
ー
ビ
ス

の
向
上
が
図
ら
れ
る
こ
と
か
ら

「
指
定
管
理
者
制
度
」
の
導
入

を
検
討
し
ま
す
。

6 
電
子
自
治
体
の
推
進

①
通
信
技
術
を
利
用
し
た
「
電
子

自
治
体
」
は
、
時
間
や
距
離
の

制
約
を
排
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
り
ま
す
が
、
こ
の
通
信
技
術

を
用
い
た
仕
組
が
住
民
サ
ー
ビ

ス
に
寄
与
す
る
の
か
、
費
用
対

効
果
な
ど
を
十
分
に
検
討
し
、

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
に

留
意
し
な
が
ら
、
そ
の
取
り
組

み
を
進
め
ま
す
。

②
Ｏ
Ａ
化
さ
れ
て
い
る
既
存
事
務

の
見
直
し
を
す
る
と
と
も
に
、

事
務
処
理
の
迅
速
化
と
省
力
化

を
図
る
た
め
、
今
後
も
事
務
の

Ｏ
Ａ
化
を
更
に
進
め
事
務
改
革

に
努
め
ま
す
。

7 
町
有
地
の
有
効
利
用
の
推
進

遊
休
地
に
つ
い
て
は
、
検
討
機

関
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
社
会
情

勢
や
住
民
要
望
を
十
分
把
握
し
、

直
接
利
活
用
が
見
込
め
な
い
と
評

価
し
た
も
の
ま
た
は
、
住
民
に
売

却
す
る
こ
と
が
施
策
上
必
要
と
判

断
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
売
却

方
針
・
計
画
を
立
て
て
積
極
的
な

処
分
を
進
め
ま
す
。

8 
公
正
の
確
保
と
透
明
性
の

　
 
向
上

地
方
公
共
団
体
の
自
己
決
定
権

の
拡
大
に
伴
い
、
住
民
な
ど
へ
の

説
明
責
任
を
果
た
し
、
議
会
や
住

民
の
監
視
の
も
と
に
、
公
正
の
確

保
と
透
明
性
の
向
上
を
図
る
こ
と

が
一
層
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

情
報
公
開
条
例
や
行
政
手
続
条
例

の
積
極
的
な
活
用
を
推
進
し
ま
す
。

9 
健
全
な
財
政
運
営
の
推
進

地
方
分
権
時
代
に
即
し
た
施
策

を
自
主
的
・
主
体
的
に
選
択
し
、

住
民
の
行
政
需
要
に
的
確
に
対
応

す
る
た
め
に
は
、
安
定
し
た
財
政

基
盤
の
確
立
が
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
、
長
期
的
な
見
通
し
を
明
ら

か
に
し
て
総
合
的
・
計
画
的
な
財

政
運
営
に
努
め
ま
す
。

①
地
方
交
付
税
が
予
想
を
は
る
か

に
超
え
た
額
で
削
減
さ
れ
て
い

る
中
で
、
生
活
環
境
の
整
備
や

地
域
産
業
の
育
成
、
福
祉
・
教

育
の
充
実
な
ど
が
求
め
ら
れ
て

お
り
、
限
ら
れ
た
財
源
の
中
で

効
率
的
で
健
全
な
財
政
運
営
が

課
題
で
あ
る
た
め
、
標
準
的
歳

出
規
模
を
設
定
し
、
普
通
交
付

税
の
減
少
に
合
わ
せ
て
削
減
し

た
額
を
「
目
標
財
政
規
模
」
と

し
、
年
次
的
に
財
政
規
模
を
縮

小
し
た
財
政
推
計
の
見
通
し
を

行
い
、
よ
り
健
全
な
財
政
運
営

の
推
進
に
努
め
ま
す
。

②
新
行
財
政
改
革
大
綱
に
基
づ
い

て
、
行
財
政
改
革
の
実
施
計
画

を
毎
年
度
作
成
・
見
直
し
を
行

い
、
計
画
的
な
推
進
を
図
り
、

そ
の
結
果
を
住
民
に
公
表
し
ま

す
。

〈目標財政規模〉
単位：千円31億円

目標財政規模標準的歳出規模区分
812,000880,000人件費
530,000600,000物件費
65,00072,000維持補修費
95,00086,000扶助費
300,000381,000補助費等
163,000210,000一部事務組合
137,000171,000その他
600,000800,000普通建設事業費
450,000500,000補助事業費
150,000300,000単独事業費

災害復旧事業費
408,000880,000公債費

積立金
投資及び出資金

1,000貸付金
290,000300,000繰出金
3,100,0004,000,000歳出合計

目 標

※
目
標
財
政
規
模
の
設
定

本
町
の
標
準
的
歳
出
規
模
を
普
通
交
付
税
の
減
少
に
合
わ
せ
て
削
減

し
た
額
を
「
目
標
財
政
規
模
」
と
設
定
し
、
そ
の
額
を
目
指
し
て
年

次
的
に
財
政
規
模
を
縮
小
し
て
、
財
政
の
健
全
化
を
推
進
す
る
。

（
目
標
財
政
年
度
平
成　

年
度
）
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